
議案第１号 

 

   北上市市税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

 

 地方税法等の一部改正に伴い、北上市市税条例の一部を改正する条例について、地

方自治法第1 7 9条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したから、同条第３

項の規定により、議会の承認を求める。 

 

  令和２年４月13日提出 

                    北上市長 髙 橋 敏 彦       
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北上市市税条例の一部を改正する条例 

 

北上市市税条例（平成３年北上市条例第62号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第26条の２ 所得税法第1 9 4条第１項の規定により同項に規定

する申告書を提出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の

支払者（以下この条において「給与支払者」という。）から

毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で

定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない

。 

(1)・(2) ［略］ 

(3) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、 

その旨 

(4) ［略］ 

２～５ ［略］ 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書 

） 

第26条の３ 所得税法第2 0 3条の６第１項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地

において同項に規定する公的年金等（所得税法第2 0 3条の７

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） 

第26条の２ 所得税法第1 9 4条第１項の規定により同項に規定

する申告書を提出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の

支払者（以下この条において「給与支払者」という。）から

毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で

定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない

。 

(1)・(2) ［略］ 

 

 

(3) ［略］ 

２～５ ［略］ 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） 

 

第26条の３ 所得税法第2 0 3条の６第１項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地

において同項に規定する公的年金等（所得税法第2 0 3条の７



2 

 

の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公

的年金等」という。）の支払を受ける者であって、扶養親族

（控除対象扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童

扶養者である者（以下この条において「公的年金等受給者」

という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき所得税法第2 0 3条の６第１項に規定する公

的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者

」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の

前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

(1)・(2) ［略］ 

(3) 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合

には、その旨 

(4) ［略］ 

２～５ ［略］ 

（法人の市民税の申告納付） 

第42条 ［略］ 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有す

る法人（以下この条において「内国法人」という。）が、租

税特別措置法第66条の７第４項及び第10項又は第68条の91第

４項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第3 2 1条

の８第24項及び令第48条の12の２に規定するところにより、

控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額

の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公

的年金等」という。）の支払を受ける者であって、扶養親族

（控除対象扶養親族を除く。）を有する者（以下この条にお

いて「公的年金等受給者」という。）で市内に住所を有する

ものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第2 0 3

条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この条に

おいて「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公的

年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めると

ころにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的

年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

 

(1)・(2) ［略］ 

 

 

(3) ［略］ 

２～５ ［略］ 

（法人の市民税の申告納付） 

第42条 ［略］ 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有す

る法人（以下この条において「内国法人」という。）が、租

税特別措置法第66条の７第５項及び第11項又は第68条の91第

４項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第3 2 1条

の８第24項及び令第48条の12の２に規定するところにより、

控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額
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から控除する。 

３～17 ［略］ 

（固定資産税の課税標準） 

第65条 ［略］ 

２～８ ［略］ 

９ 住宅用地（法第3 4 9条の３の２第１項に規定する住宅用地

をいう。以下この条及び第79条において同じ。）に対して課

する固定資産税の課税標準は、第１項から第６項まで及び法

第3 4 9条の３第12項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係

る固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額とす

る。 

10 小規模住宅用地（法第3 4 9条の３の２第２項に規定する小

規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。）に対して

課する固定資産税の課税標準は、第１項から第６項まで及び

前項並びに法第3 4 9条の３第12項の規定にかかわらず、当該

小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格

の６分の１の額とする。 

（法第3 4 9条の３第28項等の条例で定める割合） 

第65条の２ 法第3 4 9条の３第28項の規定により条例で定める

割合は３分の１とする。 

２ 法第3 4 9条の３第29項の規定により条例で定める割合は３

分の１とする。 

３ 法第3 4 9条の３第30項の規定により条例で定める割合は３

分の１とする。 

から控除する。 

３～17 ［略］ 

（固定資産税の課税標準） 

第65条 ［略］ 

２～８ ［略］ 

９ 住宅用地（法第3 4 9条の３の２第１項に規定する住宅用地

をいう。以下この条及び第79条において同じ。）に対して課

する固定資産税の課税標準は、第１項から第６項まで及び法

第3 4 9条の３第11項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係

る固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額とす

る。 

10 小規模住宅用地（法第3 4 9条の３の２第２項に規定する小

規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。）に対して

課する固定資産税の課税標準は、第１項から第６項まで及び

前項並びに法第3 4 9条の３第11項の規定にかかわらず、当該

小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格

の６分の１の額とする。 

（法第3 4 9条の３第27項等の条例で定める割合） 

第65条の２ 法第3 4 9条の３第27項の規定により条例で定める

割合は３分の１とする。 

２ 法第3 4 9条の３第28項の規定により条例で定める割合は３

分の１とする。 

３ 法第3 4 9条の３第29項の規定により条例で定める割合は３

分の１とする。 
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（たばこ税の課税免除） 

第98条 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定は、卸売販売業者等が市長に施行規則第16条の

２の３に規定する書類を提出しない場合には、適用しない。 

 

 

３ ［略］ 

（たばこ税の申告納付の手続） 

第1 0 0条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（

以下この節において「申告納税者」という。）は、毎月末日

までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係

る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以下

この節において「課税標準数量」という。）及び当該課税標

準数量に対するたばこ税額、第98条第１項の規定により免除

を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとす

る製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第１項の規定によ

 （たばこ税の課税免除） 

第98条 ［略］ 

２ 前項（法第4 6 9条第１項第１号又は第２号に係る部分に限

る。）の規定は、卸売販売業者等が、同条第１号又は第２号

に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第1 0 0条

第１項又は第２項の規定による申告書に前項（法第4 6 9条第

１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けよ

うとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行

規則第16条の２の３第１項に規定する書類を保存している場

合に限り、適用する。 

３ 第１項（法第4 6 9条第１項第３号又は第４号に係る部分に

限る。）の規定は、卸売販売業者等が市長に施行規則第16条

の２の３第２項に規定する書類を提出している場合に限り、

適用する。 

４ ［略］ 

（たばこ税の申告納付の手続） 

第1 0 0条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（

以下この節において「申告納税者」という。）は、毎月末日

までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係

る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以下

この節において「課税標準数量」という。）及び当該課税標

準数量に対するたばこ税額、第98条第１項の規定により免除

を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとす

る製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第１項の規定によ
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り控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けよ

うとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第

34号の２様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に

係る税金を施行規則第34号の２の５様式による納付書によっ

て納付しなければならない。この場合において、当該申告書

には、第98条第２項に規定する書類及び次条第１項の返還に

係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した

施行規則第16号の５様式による書類を添付しなければならな

い。 

２～５ ［略］ 

（国民健康保険税の課税額） 

第1 3 4条 ［略］ 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主

を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が61万円を超え

る場合においては、基礎課税額は、61万円とする。 

３ ［略] 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保

険者である世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が16万円を超える場合においては、

介護納付金課税額は、16万円とする。 

り控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けよ

うとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第

34号の２様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に

係る税金を施行規則第34号の２の５様式による納付書によっ

て納付しなければならない。この場合において、当該申告書

には、第98条第３項に規定する書類及び次条第１項の返還に

係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した

施行規則第16号の５様式による書類を添付しなければならな

い。 

２～５ ［略］ 

（国民健康保険税の課税額） 

第1 3 4条 ［略］ 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主

を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が63万円を超え

る場合においては、基礎課税額は、63万円とする。 

３ ［略］ 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保

険者である世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、

介護納付金課税額は、17万円とする。 
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（国民健康保険税の減額） 

第1 5 9条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第1 3 4条第２

項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が61万円を超える場合には、61万円

）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及び

エに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が19万

円を超える場合には、19万円）並びに同条第４項本文の介護

納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が16万円を超える場合には、16万円）の合

算額とする。 

(1) ［略］  

(2) 法第7 0 3条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合計額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき28万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者（前号に該当するものを除く。） 

ア～カ ［略］ 

(3) 法第7 0 3条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合計額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき51万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者（前２号に該当するものを除く。） 

ア～カ ［略］ 

２ ［略］ 

（国民健康保険税の減額） 

第1 5 9条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第1 3 4条第２

項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が63万円を超える場合には、63万円

）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及び

エに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が19万

円を超える場合には、19万円）並びに同条第４項本文の介護

納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合

算額とする。 

(1) ［略］  

(2)  法第7 0 3条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合計額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき28万円５千円を加算した金額を超えない世帯に係

る納税義務者（前号に該当するものを除く。） 

ア～カ ［略］ 

(3) 法第7 0 3条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合計額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき52万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者（前２号に該当するものを除く。） 

ア～カ ［略］ 

２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の北上市市税条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市 

民税に関する部分は、令和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、 

なお従前の例による。 

２ 新条例第26条の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支払を受けるべき同項に規定す

る給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書について適用する。 

３ 新条例第26条の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第2 0 3条の６第１項に規定する公的年金等（同

法第2 0 3条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新条例第26条の３第１項に規定する申告書について適

用する。 

４ 新条例第42条第２項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分

の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法

人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分まで

の固定資産税については、なお従前の例による。 

（国民健康保険税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、令和２年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年

度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第1 7 9条第１項の規定に基づき、専決処分する。 

 



8 

 

令和２年３月31日 

北上市長 髙 橋 敏 彦 


